環衛第　１７０６　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年９月２９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                     
特定建築物所有者等　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府健康医療部環境衛生課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公印省略)

　　　　　　　　建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の

一部を改正する省令の施行等について
　平素は、特定建築物の適正な管理にご尽力いただき、ありがとうございます。

　さて、標記のことにつきましては、平成22年４月22日に省令が公布（平成22年10月１日施行）され、新たに特定建築物の維持管理について権原を有する者（特定建築物維持管理権原者）の届出についての規定が盛り込まれました。
つきましては、その内容について御了知いただきますとともに、平成23年9月30日までに（施行後1年以内）別紙「特定建築物維持管理権原者届出書」を所管保健所へ提出していただきますようお願いします。

また、改正内容について下記のとおり説明会を開催することとしましたので、お手数ですが、出欠について裏面の申込書を10月21日(木)までに郵送、FAXなどでお送りいただきますようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　日　時　　　　平成22年10月28日(木)　
　午前10時～午前11時30分 (受付9時30分～)
２　場　所　　　　エル・おおさか　大ホール（エル・シアター）

　大阪市中央区北浜東3-14　　電話０６（６９４２）０００１
（定員801人；地図は裏面です。）
＊会場の都合上、定員に達しましたら２１日までに締め切る場合があります。
　３　内　容　　　　１）改正省令と必要な手続について

　　　　　　　　　　２）特定建築物でのＩＰＭ(総合的有害生物管理）に基づく

　　　　　　　　　　　　防除の実態調査結果について

　　　　　　　　　　３）その他

４　申込方法　　　裏面の別紙申込書をFAXしてください。（郵送も可）
５　申込先　　　　右下問い合わせ先と同じです。
	問い合わせ先（申込先）

〒540-8570　大阪市中央区大手前2丁目１－２２

　大阪府健康医療部環境衛生課生活衛生グループ　上田・井上

電話　０６－６９４４－９１８０（直通）

　ＦＡＸ０６－６９４４－６７０７


６　参加費　　　　無料
FAX　０６－６９４４－６７０７
平成２２年１０月２８日（木）開催の特定建築物改正省令説明会出席申込書

　説明会に　　出席します。
　　　　　　　　　　　　　　　　どちらか、○をしてください。

　　　　　　　欠席します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	特定建築物名称
	

	特定建築物所在地
	

	電話番号
	
	ＦＡＸ
	


· １０月２１日（木）までに、お送りください。
また、会場の都合上、原則1施設1名でお願いします。

「エル・おおさか」へのアクセス
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●京阪･地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ300m
●京阪･地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ500m
●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ1,200m
●JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m

・大阪府のホームページでも、関係通知文を掲載しています。ご参照ください。
　　アドレス　http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/tokuteikentikubutu/index.html
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